
四日市市告示第１５３号  

都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による基準の適合性を審査する機関、基

準に適合するものとする方法および簡易な評価方法の指定の一部を改正する告示を次

のように定めます。  

令和６年３月２５日  

四日市市長  森  智 広   

 

都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による基準の適合性を審査する機関、基

準に適合するものとする方法および簡易な評価方法の指定の一部を改正する告示  

 

都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による基準の適合性を審査する機関、基

準に適合するものとする方法および簡易な評価方法の指定（令和３年四日市市告示第

５９号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように

改正する。  

変更後 変更前 

第１ （ 略 ）  

１ （ 略 ）  

２  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律

（ 平 成 ２ ７ 年 法 律 第 ５ ３ 号 ）

第 １ ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

登 録 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 判 定 機 関 （ 以 下 「 登 録 建

築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判

定 機 関 」 と い う 。）  

３  （ 略 ）  

 

第１ （ 略 ）  

１ （ 略 ）  

２  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律（ 平

成 ２ ７ 年 法 律 第 ５ ３ 号 ）第 １

５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 登 録

建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能

判 定 機 関 （ 以 下 「 登 録 建 築 物

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 判 定 機

関 」 と い う 。）  

３  （ 略 ）  

 

附 則  

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


